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六
月
十
三
日
、
大
河
内
町
保
健
福
祉
セ

ン
タ
ー
に
お
い
て
、
第
五
回
神
崎
町
・
大

河
内
町
合
併
協
議
会
が
開
催
さ
れ
ま
し

た
。
今
回
の
協
議
会
で
は
、
報
告
事
項
三

件
、
協
議
事
項
四
件
に
つ
い
て
協
議
が
行

わ
れ
ま
し
た
。

開
会
に
あ
た
り
、
足
立
理
秋
会
長
（
神

崎
町
長
）
よ
り
、
次
の
と
お
り
あ
い
さ
つ

が
あ
り
ま
し
た
。

第
五
回
合
併
協
議
会
の
開
催
に
当
た
り

ま
し
て
一
言
ご
あ
い
さ
つ
申
し
上
げ
ま

す
。市

町
村
の
合
併
に
関
す
る
合
併
三
法
が

成
立
し
、
去
る
五
月
二
十
六
日
に
公
布
さ

れ
ま
し
た
。
そ
の
一
本
は
、
合
併
新
法

「
市
町
村
の
合
併
の
特
例
等
に
関
す
る
法

律
」
、
二
本
目
は
、
改
正
合
併
特
例
法

「
市
町
村
の
合
併
の
特
例
に
関
す
る
法
律

の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
」
、
そ
し
て
三

本
目
は
、
改
正
地
方
自
治
法
「
地
方
自
治

法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
」で
あ
り
ま
す
。

特
に
合
併
新
法
で
は
、
合
併
特
例
区
制

度
等
の
創
設
が
で
き
る
こ
と
。
合
併
に
関

す
る
障
害
を
除
去
す
る
た
め
の
特
例
措
置

が
な
さ
れ
た
こ
と
。
合
併
推
進
の
た
め
の

方
策
が
と
ら
れ
た
こ
と
。
そ
し
て
附
則
で

平
成
十
七
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
に
都
道

府
県
知
事
に
合
併
の
申
請
を
行
い
、
平
成

十
八
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
に
行
わ
れ
る

市
町
村
の
合
併
に
つ
い
て
は
、
財
政
等
優

遇
措
置
の
あ
る
現
行
法
が
適
用
さ
れ
る
こ

と
に
な
っ
て
い
ま
す
。
当
合
併
協
議
会
が

進
め
て
い
る
合
併
は
、
新
法
附
則
但
し
書

き
に
該
当
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
平
成
十

七
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
に
す
べ
て
の
作

業
を
終
え
知
事
に
合
併
の
申
請
を
行
わ
な

く
て
は
な
ら
な
い
こ
と
に
な
っ
て
い
ま

す
。と

こ
ろ
で
合
併
の
議
論
も
深
ま
っ
て
ま

い
り
ま
し
た
の
で
、
私
の
思
い
も
少
し
述

べ
て
お
き
た
と
存
じ
ま
す
。
過
日
の
新
町

建
設
計
画
小
委
員
会
に
提
出
さ
れ
た
資
料

を
見
ま
す
と
、
平
成
十
二
年
度
に
お
け
る

生
産
年
齢
人
口
比
率
は
、
県
平
均
六
十

八
％
に
対
し
、
神
崎
町
五
十
九
・
六
％
大

河
内
町
五
十
八
・
九
％
と
低
く
、
ま
た
年

少
人
口
は
神
崎
町
十
六
・
八
％
大
河
内
町

十
四
・
八
％
と
な
っ
て
お
り
大
河
内
町
で

低
く
な
っ
て
い
ま
す
。
農
業
産
出
額
は
、

神
崎
町
の
五
億
五
百
万
円
に
対
し
、
大
河

内
町
は
二
億
三
千
万
円
、
鉱
工
業
製
品
出

荷
額
は
、
神
崎
町
八
十
五
億
二
千
四
百
万

円
、
大
河
内
町
十
九
億
二
千
二
百
万
円
、

商
業
年
間
販
売
額
は
、
神
崎
町
七
十
一
億

四
千
七
百
万
円
、
大
河
内
町
二
十
二
億
二

千
二
百
万
円
と
な
っ
て
お
り
、
生
産
基
盤

の
弱
さ
が
伺
わ
れ
ま
す
。
観
光
客
に
つ
い

て
み
ま
す
と
、
神
崎
町
は
平
成
十
二
年
度

二
十
五
万
人
、
平
成
十
三
年
度
六
十
七
万

人
、
平
成
十
四
年
度
四
十
四
万
人
、
大
河

内
町
で
は
平
成
十
二
年
度
十
四
万
人
、
平

成
十
三
年
度
十
五
万
人
、
平
成
十
四
年
度

十
四
万
人
と
な
っ
て
お
り
、
播
但
線
の
利

用
に
つ
い
て
は
、
平
成
九
年
度
、
長
谷
駅

百
二
人
（
一
日
あ
た
り
）
寺
前
駅
七
百
五

十
七
人
、
新
野
駅
四
百
六
十
人
、
平
成
十

四
年
度
、
長
谷
駅
六
十
人
、
寺
前
駅
七
百

七
人
、
新
野
駅
四
百
八
十
六
人
と
な
っ
て

お
り
、
峰
山
レ
ク
セ
ン
の
廃
業
が
大
き
く

影
響
し
て
い
る
よ
う
に
思
い
ま
す
。
ま
た

児
童
生
徒
の
状
況
で
は
、
両
町
と
も
少
子

化
が
加
速
し
減
少
し
て
い
ま
す
。
大
河
内

町
は
神
崎
町
の
半
分
の
児
童
生
徒
数
と
な

っ
て
い
ま
す
。
こ
う
い
っ
た
少
子
高
齢
化

ま
た
生
産
基
盤
が
低
い
状
況
は
、
神
崎
町

に
も
あ
て
は
ま
り
ま
す
が
、
そ
れ
以
上
に

大
河
内
町
に
と
っ
て
よ
り
深
刻
な
問
題
で

は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

一
方
財
政
力
に
つ
い
て
は
、
三
ヶ
年
平

均
財
政
力
指
数
が
大
河
内
町
の
〇
・
八
四

九
に
対
し
神
崎
町
は
〇
・
三
〇
一
と
大
き

な
差
が
ご
ざ
い
ま
す
。
た
だ
今
後
は
大
河

内
町
の
財
政
を
支
え
て
い
る
、
関
西
電
力

の
揚
水
発
電
施
設
の
運
営
管
理
方
針
を
慎

重
に
見
極
め
対
応
す
る
こ
と
が
大
切
で
あ

り
ま
す
。
そ
も
そ
も
建
設
の
目
的
は
、
電

力
消
費
の
ピ
ー
ク
時
の
電
力
供
給
に
対
応

す
る
こ
と
で
あ
り
ま
し
た
か
ら
、
電
力
自

由
化
に
よ
っ
て
、
企
業
発
電
な
ど
代
替
発
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電
が
出
て
い
る
状
況
で
今
後
設
備
投
資
を

す
る
の
か
ど
う
か
注
目
し
な
け
れ
ば
な
り

ま
せ
ん
。
今
後
設
備
投
資
が
さ
れ
な
け
れ

ば
、
課
税
客
体
で
あ
る
固
定
資
産
価
額
が

定
率
で
減
少
す
る
こ
と
に
な
り
町
の
財
政

に
大
き
く
影
響
す
る
こ
と
が
考
え
ら
れ
ま

す
。こ

う
い
っ
た
状
況
の
中
、
合
併
に
よ
っ

て
新
町
が
発
展
を
期
す
た
め
に
は
、
財
政

優
遇
措
置
を
活
用
し
た
課
題
解
決
の
た
め

の
諸
施
策
を
大
胆
に
実
施
す
る
こ
と
が
重

要
と
考
え
ま
す
。
た
と
え
ば
、
生
産
基
盤

の
強
化
を
図
る
た
め
の
活
性
化
施
策
、
播

但
線
の
利
用
増
加
を
図
る
た
め
の
諸
施

策
、
イ
ベ
ン
ト
等
の
実
施
、
少
子
対
策
の

た
め
の
施
策
、
特
に
大
河
内
町
に
お
い
て

は
新
住
宅
施
策
が
実
施
さ
れ
て
い
る
わ
け

で
あ
り
ま
す
か
ら
、
児
童
館
な
ど
の
施
設

が
必
要
で
あ
る
と
考
え
ま
す
。
も
と
よ
り

財
政
の
健
全
化
を
図
り
な
が
ら
の
施
策
で

な
く
て
は
な
ら
な
い
こ
と
は
当
然
で
あ
り

ま
し
ょ
う
。

神
崎
町
は
、
病
院
を
福
祉
の
中
心
施
設

と
し
て
位
置
づ
け
、
そ
の
健
全
経
営
に
努

力
し
て
き
ま
し
た
。
そ
し
て
病
院
の
施
設
、

人
的
機
能
を
活
用
し
て
保
健
・
医
療
・
福

祉
の
サ
ー
ビ
ス
を
実
施
し
、
神
崎
町
内
は

も
と
よ
り
神
崎
郡
内
、
生
野
町
に
及
ぶ
圏

域
に
役
割
を
果
た
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ

り
ま
す
。
特
に
小
児
療
育
、
訪
問
看
護
、

Ｐ
Ｔ
（
理
学
療
法
士
）
・
О
Ｔ
（
作
業
療

法
士
）
な
ど
の
派
遣
等
々
の
サ
ー
ビ
ス
は

県
当
局
の
高
い
評
価
を
受
け
て
い
ま
す
。

平
成
十
四
年
度
に
病
院
を
利
用
さ
れ
た
方

は
、
大
河
内
町
が
入
院
八
千
六
百
六
十
二

人
、
外
来
二
万
五
千
五
百
三
十
八
人
、
訪

問
看
護
で
は
千
六
十
三
回
と
な
っ
て
お
り

神
崎
町
は
入
院
一
万
三
千
三
百
四
十
五

人
、
外
来
六
万
四
千
二
百
十
三
人
、
訪
問

看
護
千
四
百
三
十
九
回
と
な
っ
て
お
り
、

外
来
を
除
け
ば
、
ほ
ぼ
同
率
の
利
用
率
と

な
っ
て
お
り
、
神
崎
町
、
大
河
内
町
の
医

療
の
中
心
と
な
っ
て
い
ま
す
。
い
ま
病
院

は
、
開
業
医
さ
ん
と
の
連
絡
を
密
に
す
る

病
診
連
携
を
重
点
課
題
と
し
て
お
り
、
住

民
の
皆
様
が
安
心
し
て
利
用
し
て
い
た
だ

け
る
施
設
で
あ
る
と
確
信
し
て
い
ま
す
。

少
子
高
齢
が
特
に
進
展
し
て
い
る
両
町
に

と
っ
て
、
病
院
と
連
携
し
た
子
ど
も
た
ち

の
健
全
な
育
成
、
在
宅
ケ
ア
な
ど
の
サ
ー

ビ
ス
を
よ
り
充
実
し
て
い
か
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
と
考
え
ま
す
。
合
併
に
よ
る
メ
リ

ッ
ト
を
最
大
限
生
か
さ
な
く
て
は
な
り
ま

せ
ん
。

合
併
に
は
、
夢
が
な
く
て
は
な
り
ま
せ

ん
。
わ
た
く
し
は
、
長
谷
か
ら
神
崎
町
猪

篠
に
通
じ
る
ト
ン
ネ
ル
に
夢
を
託
し
た
い

と
思
い
ま
す
。
こ
れ
が
実
現
し
ま
す
と
、

砥
峰
、
峰
山
な
ど
の
利
活
用
が
一
気
に
高

ま
り
ま
す
。
実
現
は
困
難
で
あ
る
と
思
い

ま
す
が
不
可
能
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
何
と

か
夢
の
実
現
を
目
指
し
て
努
力
す
る
必
要

が
あ
る
と
思
い
ま
す
。
幸
い
今
日
は
、
岡

本
県
民
局
局
長
様
も
ご
出
席
い
た
だ
い
て

い
ま
す
の
で
ご
尽
力
賜
り
ま
す
よ
う
お
願

い
申
し
上
げ
ま
す
。

本
日
は
、
私
の
勝
手
な
こ
と
を
申
し
上

げ
た
か
も
わ
か
り
ま
せ
ん
が
、
合
併
は
避

け
て
通
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
考
え
ま
す

し
、
県
下
に
お
い
て
も
八
十
パ
ー
セ
ン
ト

に
及
ぶ
市
町
が
合
併
推
進
に
向
か
っ
て
議

論
が
さ
れ
て
い
ま
す
。
ど
う
か
ご
理
解
を

賜
り
ま
す
よ
う
お
願
い
申
し
上
げ
ま
し
て

ご
挨
拶
と
い
た
し
ま
す
。

【
報
告
第
二
十
一
号
】

平
成
十
五
年
度
合
併
協
議
会
事
業
報

告
・
決
算
報
告
に
つ
い
て

平
成
十
六
年
二
月
四
日
に
神
崎
町
・
大

河
内
町
合
併
協
議
会
を
設
置
し
、
協
議
会

を
三
回
、
新
町
建
設
計
画
小
委
員
会
を
一

回
開
催
し
た
こ
と
や
、
協
議
会
だ
よ
り
の

発
行
、
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
開
設
し
た
旨
の

事
業
報
告
が
さ
れ
ま
し
た
。
次
に
、
平
成

十
五
年
度
合
併
協
議
会
の
決
算
が
説
明
さ

れ
、
歳
入
で
は
両
町
の
負
担
金
な
ど
、
合

計
四
百
七
十
二
万
八
千
三
円
、
歳
出
で
は

会
議
費
百
三
十
九
万
七
千
三
百
十
五
円
、

事
務
局
費
百
四
十
万
六
十
円
、
調
査
啓
発

費
四
十
九
万
九
千
八
百
円
な
ど
、
合
計
三

百
二
十
九
万
七
千
百
七
十
五
円
が
報
告
さ

れ
承
認
さ
れ
ま
し
た
。

【
報
告
第
二
十
二
号
】

第
二
回
新
町
名
称
・
庁
舎
等
検
討
小
委

員
会
の
開
催
報
告
に
つ
い
て

五
月
十
八
日
に
開
催
さ
れ
た
小
委
員
会

で
は
、
新
町
名
称
募
集
要
領
の
検
討
項
目

で
あ
る
募
集
の
範
囲
、
選
定
基
準
、
募
集

の
周
知
方
法
、
応
募
の
方
法
・
条
件
等
に

つ
い
て
協
議
が
行
わ
れ
、
引
き
続
き
そ
の

他
検
討
項
目
も
含
め
、
小
委
員
会
で
審
議

し
て
い
く
旨
、
立
石
委
員
長
か
ら
報
告
さ

れ
ま
し
た
。

【
報
告
第
二
十
三
号
】

第
三
・
四
回
新
町
建
設
計
画
小
委
員
会

の
開
催
報
告
に
つ
い
て

五
月
十
四
日
に
開
催
さ
れ
た
第
三
回
小

委
員
会
で
は
、
三
分
科
会
に
別
れ
新
町
の

ま
ち
づ
く
り
の
課
題
に
つ
い
て
、
ワ
ー
ク

シ
ョ
ッ
プ
形
式
に
よ
り
協
議
さ
れ
た
旨
の

報
告
。
ま
た
、
五
月
三
十
日
に
開
催
さ
れ

た
第
四
回
小
委
員
会
で
は
、
ワ
ー
ク
シ
ョ

ッ
プ
で
出
さ
れ
た
意
見
を
分
科
会
ご
と
に

発
表
し
、
さ
ら
に
意
見
交
換
も
さ
れ
た
旨
、

井
上
委
員
長
か
ら
報
告
さ
れ
ま
し
た
。

（
六
ペ
ー
ジ
に
掲
載
）

報

告

事

項



【
協
議
第
十
二
号
】

慣
行
の
取
扱
い
に
つ
い
て
（
そ
の
一
）

新
設
合
併
の
場
合
、
合
併
関
係
市
町
村

は
消
滅
す
る
た
め
、
各
町
の
町
民
憲
章
、

町
の
宣
言
、
町
の
花
・
木
・
音
頭
・
町

章
、
キ
ャ
ッ
チ
フ
レ
ー
ズ
は
失
効
し
ま
す
。

町
民
憲
章
、
宣
言
に
つ
い
て
は
、
新
町
の

基
本
姿
勢
と
な
る
も
の
、
ま
た
町
の
花
・

木
・
音
頭
に
つ
い
て
は
、
新
町
の
シ
ン
ボ

ル
と
な
る
も
の
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
で
き

る
だ
け
早
く
統
一
す
る
こ
と
が
望
ま
し
い

た
め
、
次
の
と
お
り
提
案
さ
れ
、
承
認
さ

れ
ま
し
た
。

●
町
民
憲
章
、
宣
言
の
新
町
の
基
本
姿
勢

に
つ
い
て
は
、
合
併
後
に
検
討
機
関
を

設
け
調
整
す
る
。

●
町
の
花
、
町
の
木
等
の
象
徴
的
事
項
に

つ
い
て
は
、
合
併
後
に
検
討
機
関
を
設

け
調
整
す
る
。

●
町
章
に
つ
い
て
は
、
新
町
名
が
決
定
し
、

新
町
建
設
計
画
の
策
定
に
よ
り
新
町
の

骨
格
が
固
ま
っ
て
か
ら
と
す
る
。

●
音
頭
に
つ
い
て
は
、
旧
町
に
お
い
て
愛

着
の
深
い
も
の
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
合

併
後
に
検
討
機
関
を
設
け
調
整
す
る
。

●
キ
ャ
ッ
チ
フ
レ
ー
ズ
に
つ
い
て
は
、
新

町
の
総
合
（
振
興
）
計
画
の
策
定
時
に

併
せ
て
調
整
す
る
。

【
協
議
第
十
三
号
】

使
用
料
、
手
数
料
等
の
取
扱

い
に
つ
い
て

地
方
公
共
団
体
は
、
行
政
財

産
や
公
の
施
設
の
利
用
に
つ
い

て
使
用
料
を
徴
収
す
る
こ
と
、

ま
た
、
特
定
の
者
の
た
め
に
そ

の
事
務
を
す
る
場
合
、
手
数
料

を
徴
収
す
る
こ
と
が
で
き
ま

す
。
こ
れ
ら
の
使
用
料
、
手
数

料
に
つ
い
て
は
条
例
で
定
め
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
た
め
、
合
併

ま
で
に
調
整
し
て
お
く
必
要
が

あ
り
、
次
の
と
お
り
提
案
さ
れ
、

承
認
さ
れ
ま
し
た
。

●
公
共
的
施
設
の
使
用
料
は
、
そ
の
施
設

の
内
容
や
建
設
年
度
が
異
な
り
、
ま
た

そ
の
使
用
料
が
地
域
に
定
着
し
て
い
る

こ
と
を
考
慮
し
、
原
則
と
し
て
現
行
の

ま
ま
新
町
に
引
き
継
ぐ
。

※
た
だ
し
、
同
一
又
は
類
似
の
施
設
に

つ
い
て
は
、
負
担
公
平
の
原
則
及
び
住

民
一
体
性
の
確
保
か
ら
合
併
時
に
調
整

す
る
。

●
手
数
料
に
つ
い
て
は
、
負
担
公
平
の
原

則
及
び
住
民
一
体
性
の
確
保
か
ら
、
合

併
時
に
統
一
す
る
方
向
で
調
整
す
る

【
協
議
第
十
四
号
】

地
方
税
の
取
扱
い
に
つ
い
て
（
そ
の
一
）

合
併
に
伴
い
、
地
方
税
の
税
目
や
税
率

そ
の
他
賦
課
徴
収
に
関
し
、
新
た
に
条
例

を
制
定
す
る
必
要
が
あ
り
、
次
の
と
お
り

提
案
さ
れ
、
承
認
さ
れ
ま
し
た
。

●
個
人
町
民
税
、
法
人
町
民
税
、
固
定
資

産
税
、
軽
自
動
車
税
、
た
ば
こ
税
の
税

率
に
つ
い
て
は
、
両
町
に
ほ
ぼ
差
異
が

な
い
た
め
、
現
行
の
ま
ま
新
町
へ
引
き

継
ぐ
。

●
固
定
資
産
税
の
第
一
期
納
期
は
五
月
一

日
か
ら
に
統
一
す
る
。

●
そ
の
他
の
税
の
納
期
は
両
町
に
差
異
が

な
い
た
め
現
行
の
ま
ま
新
町
に
引
き
継

ぐ
。

●
鉱
産
税
に
つ
い
て
は
神
崎
町
の
み
に
該

当
す
る
た
め
、
現
行
の
ま
ま
新
町
へ
引

き
継
ぐ
。

【
協
議
第
十
五
号
】

条
例
、
規
則
等
の
取
扱
い
に
つ
い
て

新
設
合
併
の
場
合
、
合
併
関
係
市
町
村

は
消
滅
す
る
た
め
、
各
町
の
条
例
・
規
則

等
は
失
効
し
ま
す
。
ま
た
合
併
と
同
時
に

消
滅
す
る
こ
と
と
な
る
一
部
事
務
組
合
の

条
例
・
規
則
等
も
失
効
し
ま
す
。
こ
の
た

め
、
新
町
に
お
い
て
必
要
な
条
例
・
規
則

等
は
原
則
と
し
て
、
新
町
に
お
い
て
新
た

に
制
定
し
施
行
す
る
必
要
が
あ
り
、
次
の

と
お
り
提
案
さ
れ
、
承
認
さ
れ
ま
し
た
。

●
合
併
協
議
会
で
確
認
さ
れ
た
事
務
事
業

に
か
か
る
条
例
、
規
則
等
に
つ
い
て
は
、

そ
れ
ぞ
れ
の
調
整
方
針
に
従
っ
て
整
備

す
る
。

●
両
町
が
同
一
又
は
、
一
団
体
の
み
制
定

し
て
い
る
条
例
、
規
則
等
で
、
そ
の
ま

ま
新
町
に
引
き
継
ぐ
事
務
事
業
に
関
す

る
も
の
は
、
原
則
と
し
て
現
行
の
と
お

り
と
す
る
。

●
類
似
又
は
相
違
し
て
い
る
条
例
、
規
則

等
に
つ
い
て
は
、
ど
ち
ら
か
を
基
本
に

調
整
統
一
す
る

●
条
例
、
規
則
等
の
制
定
に
あ
っ
て
は
、

新
町
に
お
け
る
事
務
事
業
に
支
障
を
き

た
さ
ぬ
よ
う
次
の
区
分
に
よ
り
整
備
す

る
。

協

議

事

項

4神崎町・大河内町合併協議会だより

わたしたちのまちのシンボル

神崎町の『神』をカタカナの『カ』で
丸く表し、『円』は円満をしめし、円内
の白い部分は神崎町の地形を表す。

大河内町の『大』の字を図案化した
もので、近田強い大河内を象徴し、そ
の形は大河内町の発展と団結を表す。

のんびり楽しい

　　　　田舎人天国

住む人が快適に暮らし、
　訪れる人に感動を与える町

あじさい音頭 おおかわち音頭

あじさい アヤメ

杉 ひのき

神 崎 町 大河内町

“人権文化のかおる町” “人権尊重の町”

町　章

キャッチ
フレーズ

町音頭

町の木

宣　言

町の花

いなか　びと



ア)

合
併
と
同
時
に
町
長
職
務
執
行
者

の
専
決
処
分
に
よ
り
、
即
時
制
定
し

施
行
さ
せ
る
必
要
が
あ
る
も
の
。

〔
即
時
施
行
／
専
決
〕

イ)

従
来
、
旧
町
で
施
行
さ
れ
て
い
た

条
例
、
規
則
等
を
引
き
続
き
暫
定
的

に
施
行
さ
せ
る
必
要
が
あ
る
も
の
。

〔
即
時
施
行
／
暫
定
〕

ウ)

合
併
後
、
逐
次
制
定
し
施
行
さ
せ

る
も
の
。〔
逐
次
（
漸
次
）
制
定
〕

エ)

廃
止
す
べ
き
も
の
。〔
廃
止（
失
効
）〕

次
回
の
合
併
協
議
会
で
協
議
す
る
事
項

と
し
て
、
次
の
と
お
り
提
案
説
明
さ
れ
ま

し
た
。

【
提
案
第
八
号
】

公
共
団
体
等
の
取
り
扱
い
に
つ
い
て

【
提
案
第
九
号
】

上
下
水
道
関
係
事
務
事
業
の
取
り
扱
い

に
つ
い
て

【
提
案
第
十
号
】

補
助
金
、
交
付
金
等
の
取
り
扱
い
に
つ

い
て

提

案

事

項
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合 併 協 定 項 目 の 協 議 状 況

◎自治体の存立に関わる基本的な事項

合併の方式

合併の期日

新町の名称

新町の事務所の位置

財産の取扱い

◎事務事業の一元化に関わる事項（合併特例法規定項目）

 新町建設計画

議会議員の定数及び任期の取扱い

 農業委員会委員の定数及び任期の取扱い

地方税の取扱い（その１）

一般職の職員の身分の取扱い 

 ◎事務事業の一元化に関わる事項（その他の項目）

 特別職の身分の取扱い

条例、規則等の取扱い

事務組織及び機構の取扱い

一部事務組合等の取扱い

使用料、手数料等の取扱い

公共的団体等の取扱い

補助金、交付金等の取扱い

町名、字名の取扱い

慣行の取扱い（その１）

国民健康保険事業の取扱い

介護保険事業の取扱い

消防団の取扱い

自治会・行政連絡機構の取扱い

◎各種事務事業の取扱い

議会関係事務事業

総務関係事務事業

企画関係事務事業

税務関係事務事業

住民関係事務事業

保健衛生関係事務事業

環境衛生関係事務事業

福祉関係事務事業

農林水産関係事業

商工・観光関係事業

建設関係事業

上・下水道事業（その１：水道事業）

学校教育事業

社会教育事業

電算システム事業

地域情報化事業

その他事業

◎その他の項目について

その他特に必要な項目について

第１回　H１６. ２.１５

第２回　H１６. ３. ２　※審議中

※小委員会検討中

※小委員会検討中

※小委員会検討中

第５回　H１６．６．１３

第５回　Ｈ１６．６．１３

第５回　Ｈ１６．６．１３

第５回　Ｈ１６．６．１３

第５回　Ｈ１６．６．１３

第５回　Ｈ１６．６．１３

第５回　Ｈ１６．６．１３

第３回　H１６．３．２０

第２回　Ｈ１６．３．２

第５回　Ｈ１６．６．１３

第５回　Ｈ１６．６．１３

第５回　Ｈ１６．６．１３

第５回　Ｈ１６．６．１３

第４回　H１６. ４.２８

神崎町・大河内町合併協合併協定項目 提　案 決　定

平成１６年６月１３日現在

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

-1

-2

-3

-4

-5

-6

-7

-8

-9

-10

-11

-12

-13

-14

-15

-16

-17



五
月
三
十
日
、
神
崎
町
ケ
ー
ブ
ル
テ
レ

ビ
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
局
舎
に
お
い
て
、
第
四

回
目
の
新
町
建
設
計
画
小
委
員
会
が
開
催

さ
れ
、
前
回
の
小
委
員
会
（
分
科
会
）
で

協
議
さ
れ
た
、
新
町
の
町
づ
く
り
の
課
題

に
つ
い
て
各
分
科
会
よ
り
報
告
が
さ
れ
ま

し
た
。

詳
し
く
は
下
の
報
告
の
概
要
を
ご
覧
下

さ
い
。

●高齢者の日常において、通院や買物の際の移動が不便
です。
・身近な医療施設等が少ないことや、公共交通機関の少
なさ、料金の高さなどが要因となっている。
●高齢者が参加できる活動や、世代間交流が少なくなっ
てきています。
・公共施設のバリアフリー化が遅れており、高齢者が活
動しにくいことや、高齢者が活躍できる場や機会が少
ないこと、地域住民の理解が不足していることなどが
その要因となっている。
●一人暮らし、夫婦だけの老人世帯が増えてきていま
す。
・若い世代が地域から出て行ってしまうことが、老人世
帯の増加につながっている。また、寝たきりや家にこ
もってしまう高齢者については、地域とのつながりが
希薄になっている。

●若者の働く場所がなく、大学を卒業したらそのままそ
の場所で就職してしまいます。
・地場産業、地域内の産業が衰退していることがあげら
れ、地場産業の振興を図ること、受け皿となる新しい
産業を創出していくことが重要である。
●若者が住みたくなるような「まちの魅力」が足りませ
ん。
・若者が魅力を感じるようなお店や活動の場が少ないこ

とや、自然が多い当地域の本当の魅力を若者達が知ら
ないのではないか。

●少子化が進んでいます。
・子育て環境が十分でないため、安心して子どもが産め
ない、保育料が高く、近くに施設がないなど、子育て
支援サービスの不足が要因と考えられる。

●核家族化が進んでいます。
・同居を望まない世帯が住むことができる場所、公営住
宅の少なさが指摘された。そのために、外に出て、住
むところを探している人もいる。

●消防団員が不足しており、消防団が弱体化していま
す。

・若者が少ないこと、地域内の就業者が少ないこと等が
要因となっている。

●地域の防災体制が不十分であると感じます。
・大きな災害に遭遇していない人が多いため、訓練は行
われているが、まだ住民の意識が低い現状である。

●緊急時の情報伝達や、救急車、消防車の到着が遅い地
域があります。

・緊急時用の有線放送が整備されてない家や、外出して
いる時などの、情報設備が十分でないことが指摘され
た。

・救急車・消防車に関しては、出張所が遠いため、到着
に時間がかかる。

●悪徳商法等、高齢者などをターゲットにした犯罪が起
こっています。

●校区単位、小学校区単位でのスポーツ活動や文化活動
は活発であるが、新しい参加者の受け入れができてい
ません。
・新しい参加者を受け入れようとする意識や、スケジュ
ールの工夫によって参加できる人を増やそうとする意
識が低く、閉鎖的な組織が多い。
●施設の老朽化の問題やアクセス性が不便、特色がな
い、ＰＲされていないという状況が見られます。

・わざわざ利用したくなるような特色付けや広報・ＰＲ
を進めていくほか、老朽化施設の今後の維持管理費用
を考えた場合、幼児施設など新しいニーズにあった施
設や工夫をこらした施設に転換していくことも検討す
べきである。

●町全体としての住民参画の進め方が課題となっていま
す。

・集落単位の住民参画は機能しているが、町全体に係る
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Kanzaki

Okawachi

第
四
・
五
回
新

町
建
設
計
画
小

委
員
会
が
開
催

さ
れ
ま
し
た
。

各分科会からの報告（第4回小委員会から）

民生・福祉分科会

総務・文教分科会

課題の柱１：高齢者の生きがいづくり

課題の柱２：若年層の流出抑制

課題の柱１：地域社会での生きがいを育む生涯学習・スポーツ活動

課題の柱２：住民の主体的なまちづくりへの参画

課題の柱３：すべての人の安全・安心の確保



六
月
十
六
日
、
大
河
内
町
保
健
福
祉
セ

ン
タ
ー
に
お
い
て
、
第
五
回
目
の
新
町
建

設
計
画
小
委
員
会
が
開
催
さ
れ
ま
し
た
。

今
回
の
小
委
員
会
で
は
、
前
回
の
小
委

員
会
で
各
分
科
会
か
ら
報
告
さ
れ
た
町
づ

く
り
の
課
題
に
つ
い
て
の
と
り
ま
と
め

や
、
各
委
員
さ
ん
か
ら
出
さ
れ
た
キ
ー
ワ

ー
ド
（
地
域
の
課
題
、
改
善
し
て
い
く
た

め
の
ア
イ
デ
ア
）
や
意
見
を
整
理
し
、
合

併
の
必
要
性
や
新
町
建
設
の
基
本
方
針
に

つ
い
て
協
議
を
行
い
ま
し
た
。

町
づ
く
り
の
課
題
、
合
併
の
必
要
性
、

新
町
建
設
の
基
本
方
針
に
つ
い
て
様
々
な

意
見
が
出
さ
れ
、
次
回
小
委
員
会
で
引
き

続
き
協
議
さ
れ
る
こ
と
と
な
り
ま
し
た
。
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案件に対して対応ができていないほか、「住民参画に
特色がない」、「広報不足、働きかけ不足」との声が多
い。

●これまでの行政主体のまちづくりの進め方と、住民の
無関心さも問題である。

・今後は広域的な問題に対応できる組織化を図り、行政
はアドバイザーに徹して住民に権限委譲をしていくこ
とが重要である。

●特色を生かした独自性のある活動をしていく必要があ
ります。

・今なぜまちづくりへの参加が必要なのかを広報するこ
とや、各自治会ごとに競争原理を導入するなどの仕組
みも重要である。

・今後はまちの意志を育てる「まちづくり」を進め、権
限委譲を進めていくほか、地域の枠を越えた組織づく
りと行政との連携を進めていく必要がある。

●教育レベルが低下してきているのではないでしょうか。
・少子化で、競争力がなく自立心のない子どもが増えて
いることや、ゆとり教育のもと基礎学力が低下してい
ることが要因となっている。
●子どもの人間形成への影響が生じてきています。
・家庭内の親と子のひずみやマナーの問題、犯罪などは、
そこに住む人たちの心の問題、傍観者的な態度が要因
となっている。
●特色ある学校づくりの発展・活用が必要です。
・少子化等による課題を多く抱えている一方で、山村留
学など特色ある学校づくりが進められている。
・今後継続困難な状況もあるが、特色ある地域づくりや
学校づくりにあたっては、これを維持・発展させてい
くことが望まれる。

●農地の荒廃、休耕田の増加が見受けられます。
・若者層が、農業以外の職を求めて町外に流出している
ことや、農作物の価格低下により採算性の確保がない
ことなどが、その要因と考えられる。

●越知川、猪篠川等の河川の汚れや、水量減少などが見
受けられます。

・水質に関しては、2次廃水、処理場からの廃水自然そ
のものの持つ浄化作用が低下してきていることが要因
として考えられる。

・水量減少は上流のダム建設が要因となっている。
●広葉樹林や雑木林が減少しており、また人工林の維持
管理が十分に進んでいません。

・生活様式の変化による木材需要、木材価格の低下が、
従事者の減少、共同意識の低下につながり、間伐等が
遅れている。

●農業や林業などの第１次産業に対する、地域の基幹産
業としての認識が低下してきています。

・農業、林業に替わる新たな基幹産業が不足しており、
地域の特性を再検討し、町としての基幹産業の構築が
必要である。

●農業、林業ともに従事者が高齢化し、担い手が減少し
ています。

・農産物、木材ともに自由競争等による価格の低下の影

響を受け、採算性が確保できない状況になってきてお
り、また労働の厳しさなどから若者の農業、林業離れ
が進んでいる。

●行政からの産業支援の取り組みが不足しています。
・第1次産業の振興に関する行政の取り組み方が縦割り
的である。

●観光施設の特色・連携が不足しており、利用者数が伸
び悩んでいます。
・類似施設の分散配置や、施設や組織間の連携が弱い。
・観光ルートが不明確であることや、宿泊を含め長時間
地域に滞在する観光形態になっていない。
●イベントへの参加意識が低迷しています。
・他地域住民からの参加者が少なく、交流があまり生ま
れていない。

・工業団地の建設、企業誘致が地域活力の向上にあまり
寄与していない。
・公共工事等の地域業者への発注や、地元産品を地元で
購買するといった、地域内での経済循環が行われてい
ない。
・高速運転する自動車が増えてきており、車線の拡幅が
必要な路線がある。
・巡回バスの利用者数が少なく、利用者のニーズを確認
し、運行形態の見直しが必要ではないか。

産業・建設分科会

課題の柱１：自然環境の維持管理

課題の柱３：子どもたちの教育に係る学校・家庭・地域の連携

課題の柱３：個々の観光地やイベントどうしの連携

その他の課題
課題の柱２：産業の担い手確保



合併協議会からのお知らせ

◆ 第７回合併協議会

日　時：７月17日（土）午後１時30分～

場　所：大河内町保健福祉センター　２Ｆ福祉講習室

◆ 第８回合併協議会

日　時：７月28日（水）午後１時30分～

場　所：神崎町ケーブルテレビネットワーク局舎　会議室

◆ 第６回新町建設計画小委員会

　日　時：７月3日（土）午前９時～

場　所：神崎町ケーブルテレビネットワーク局舎　会議室

※ 協議会開催日は予定であり、両町の行事等で変更もあります。

◆ 協議会・小委員会の傍聴について

　合併協議会・小委員会は、原則公開することとなっています。傍聴をご希望される方

は、開会時間の15分前までに会場にお越しいただき、傍聴受付簿に住所・氏名をご記

入ください。傍聴をされる方に傍聴証をお渡しします。

　ただし、傍聴をご希望される方が多数ある場合には、会場の都合などで傍聴の人数を

制限することもありますので、ご了承ください。

◆ ホームページを開設しています

　神崎町・大河内町合併協議会では、ホームページを開設しています。

　ホームページでは、会議資料や会議録などを公表している他、合併に関するご意見・

ご要望なども受け付けています。内容は随時更新していきますので、ぜひご覧ください。

◆ ホームページアドレス

　　http://www.town.kanzaki.hyogo.jp//gappeikyou/

編集・発行編集・発行

神崎町・大河内町合併協議会事務局

〒679－3116
兵庫県神崎郡大河内町寺前64
TEL 0790－34－0002　FAX 0790－34－0691
Ｅ-mail 　  gappeikyou@town.okawachi.hyogo.jp　
ホームページ　http://www.town.kanzaki.hyogo.jp/gappeikyou/
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